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様式７別紙  

論文内容の要旨及び論文審査の結果の要旨 

論文題目： 滋賀県長浜市方言の素材待遇形式に関する記述的研究 

 学位申請者 酒井 雅史 

 論文審査担当者 

  主査 大阪大学准教授 高木 千恵 

  副査 大阪大学教授 渋谷 勝己 

  副査 大阪大学教授 バーデルスキー マシュー 

副査 大阪府立大学教授 西尾 純二 

【論文内容の要旨】 

 本論文は，複数の素材待遇形式が使い分けられている滋賀県長浜市方言を対象に，それぞれの形式の意味用法

および待遇表現行動の実態についての包括的な記述を目指したものである。本研究の位置づけを示した第Ⅰ部（序

論），長浜市方言の素材待遇形式の形態統語的特徴を記述した第Ⅱ部，意味論・語用論的側面からの記述をおこな

った第Ⅲ部，および，それらの記述から導かれる長浜市方言の待遇表現行動の全体的なすがたを論じた第Ⅳ部の

４部からなっている。本文 183 ページ，400 字詰め原稿用紙に換算して約 650枚の分量である。 

 第Ⅰ部（序論）は，方言敬語研究の概観（第 1 章），標準語における敬語・待遇表現研究の概観（第 2 章），調

査方法の検討と調査概要（第 3 章）について述べたものである。ここでは，敬語や待遇表現を扱った先行研究を

概観したうえで，従来の方言敬語研究が形式の使い分けの記述や地理的分布に基づく形式の新旧関係の究明とい

ったものに偏ってきたこと，標準語における敬語や待遇表現にかかわる研究の成果を方言研究にも取り入れるべ

きであること，そして，包括的な記述をおこなうために複数の調査方法を組み合わせるべきであることなどを述

べ，本研究の意義をまとめている。 

 第Ⅱ部および第Ⅲ部は本論である。 

 まず第Ⅱ部では，長浜市方言において使用されている素材待遇形式(ヤ)ハル・(ヤ)アル・(ヤ)ンス・(ラ)レル・

ヨルを取り上げ，各形式の形態・統語的な特徴を記述している。第 4 章では基礎的な記述として，面接調査・談

話調査の両方の結果に基づいて各形式の形態変化（活用）および承接順位，統語的生起環境をまとめ，続く第 5

章では(ヤ)ハル・(ヤ)アル・(ヤ)ンスにみられる形式の統合に焦点を絞って，おもに談話調査の結果からその動

態を論じている。結論として，命令形を持っている・丁寧語と共起しないという点において(ヤ)ンスだけが他の

形式とは異なる特徴をもつこと，かつては子音語幹動詞にのみ後接可能であったと考えられるハル・アルが母音

語幹動詞にもつくことができるようになっていること，従属節内における生起環境については形式間の違いがみ

られないことなどを指摘している。 

 続く第Ⅲ部では，素材待遇形式の意味用法および各形式の運用の実態を取り上げている。まず第 6 章では，面

接調査から得られた結果に基づいて，当該方言の話者がもっている素材待遇形式の運用に対する規範意識を明ら



かにし，そこから各形式の待遇価の認定をおこなっている。面接調査の結果，話し相手や話題の人物に応じて使

い分けられる形式には，(ヤ)ハル・(ヤ)アルといった方言形だけでなくイラッシャルのような標準語形も存在す

ることがわかったが，方言形よりも標準語形の方が待遇価が高く，また，派生接辞を用いる表現（一般形）より

も語彙的な敬語形式（特定形）の方が待遇価が高いことが明らかとなった。続く第 7 章では，各素材待遇形式が

どのような対象をマークするときに用いられるのか，その適用範囲について，談話調査の結果をもとに論じてい

る。第 8 章では，談話にみられる素材待遇形式の「流動的な運用」に注目し，それを語用論的に意味のあるもの

と捉えて記述をおこなっている。談話資料の中には，形式の適用範囲を広げたり狭めたりしているとみられる逸

脱的な運用が少なからずみられるが，こうした現象を，話し相手や話題の人物との関係性，話し手の感情や立場，

情報面における話し手の優位性といった観点から整理し，話し手が意図的にそのような逸脱的な運用をしている

こと，そうすることによって語用論的な効果が生まれていることを明らかにした。 

 第Ⅳ部では結論として，滋賀県長浜市方言における素材待遇形式について本研究が明らかにしえたことをまと

め，従来の方言敬語研究に対してどのような新しい知見を提供することができたか，どのようなことが今後の課

題として残されたかを述べている。 

【論文審査の結果の要旨】 

 本論文は，滋賀県長浜市方言の素材待遇形式について，形態統語的な特徴，意味用法，運用の実態といった複

数の観点から記述をおこない，その全体的なすがたを捉えようと試みたものである。従来の方言敬語研究は形式

の使い分け（規範意識）の記述が中心で，話し手が実際におこなっている待遇表現行動の実態が未詳であること

が多かった。本研究は，面接調査に加えて談話調査をおこなうことでこの問題点を克服し，滋賀県長浜市方言に

おける素材待遇形式の運用について，その具体的な様相を描き出すことに成功している。一地点における包括的

な記述研究としては出色のものであり，今後の方言敬語研究の新たな可能性を拓く研究として評価できる論文で

ある。 

 ただし，個別論においては問題点も散見される。たとえば，素材待遇形式の基底形の認定にあたって，(ヤ)ハ

ルと(ヤ)アルを異なるものとして扱っている点について，(ヤ)アルを声門摩擦音/h/の脱落した形式として(ヤ)ハ

ルの異形態と捉える立場もありうるが，そのような立場を取らない根拠は明確に述べられておらず，自明のこと

として記述が進められている。また，形態統語面に関する記述においては，(ヤ)ンス以外の形式に命令形がない

ことや，(ヤ)ンスだけが丁寧語と共起できないことなどが指摘されているが，これに対する筆者の考えは述べら

れていない。加えて，規範意識の記述では，「ウチソト」「上下」「親疎」といった従来の方言敬語研究と同じ枠組

みを用いているが，各形式の適用範囲の重なりや広がりの実態をみると，従来の枠組みによらない規則がはたら

いている可能性が否定できないように思われる。こうした点についての深い考察が加えられることで，各論はよ

り説得的なものとなったはずである。 

 しかしながら，ここに挙げた問題点は，データから得られた事実を丁寧に記述するという立場ゆえのものと捉

えることもでき，本論文で得られた成果をもとに発展させていくことのできる性質のものである。面接調査と談

話調査によって得られた膨大なデータから規範意識と実態の両面を明らかにし，さらに談話内における素材待遇

形式の語用論的な運用のありようを示すことに成功している本論文の価値を損なうものではない。よって、本論

文を博士（文学）の学位にふさわしいものと認定する。 


